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「山形県県・市町村共同利用施設予約システム提供業務」の調達に係る落札者の決定に

ついては、入札公告及び入札説明書に掲げる要件のほか、この落札者決定基準によるもの

とする。 

 

１ 審査機関 

(1) 総合評価落札方式一般競争入札により落札者を選考するため、学識経験者等により

構成される山形県県・市町村共同利用施設予約システム提供業務に係る総合評価審査

委員会（以下「審査委員会」という。）を設置する。 

(2) 本委託業務の価格以外の要素として入札者に求める提案（以下「業務提案」という。）

の内容の評価は、審査委員会において実施する。 

(3) 審査委員会は、業務提案の評価を行い、２の（１）落札者決定基準に基づき価格そ

の他の条件が本県にとって最も有利な者について決定する。 

 

２ 総合評価の方法 

(1）落札者の決定方法 

ア 規則第120条第１項の規定により作成された予定価格の範囲内の価格をもって入

札した者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とする。この場合、入札結

果は、後日、書面で通知する。 

イ 総合評価点の最も高い者の入札価格が、「山形県低入札価格調査制度実施要綱」

（以下「低入札調査要綱」という。）第３条による調査基準価格（以下「基準価

格」という。）を下回るものであった場合は、入札を終了し、総合評価点の最も

高い入札者について、低入札調査要綱第６条第２項による本件調達役務の内容

に適合した履行がなされるか否かを調査（以下「履行適合調査」という。）した

上で落札を決定することとし、この場合、入札結果は、後日書面で通知する。 

ウ 履行適合調査の結果、当該入札価格によっても契約の内容に適合した履行がな

されると認められる場合は、その入札を行った者を落札者に決定する。 

また、当該入札価格によっては、契約の内容に適合する履行がなされない恐

れがあると認められる場合は、当該入札者を落札者とせず、次に総合評価点が

高い者（以下「次順位者」という。）を落札者に決定する。この場合において、

次順位者が基準価格を下回る入札者であった場合は、前項及び本項の規定を準

用し落札者を決定するものとし、次順位者の変更は、予定価格の制限の範囲内

で入札を行った者において落札者が決定するまで繰り返すものとする。 

エ 前２項により履行適合調査の対象となった者が落札者になった場合は、低入札
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調査要綱第９条に基づき契約履行の状況等について報告を求める場合があり、

落札者はこれに応じるものとする。 

オ 総合評価点の最も高い者が二人以上あるときは、業務提案評価点の高い方を落

札者とする。それでも同じ場合は、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定

する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かな

い者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県職員にこれに代わっ

てくじを引かせ落札者を決定する。 

カ 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としな

い。 

  

 (2) 業務提案の評価項目及び得点配分並びに評価項目に対する評価基準 

評価項目及び得点配分並びに業務提案の評価項目に対する評価基準は、「別表 業

務提案評価基準（以下、「別表」という。）」に定めるとおりとする。なお、概要は以

下のとおり。 

 

評 価 項 目（概要） 
提案 

項目数 

うち 

重点 

評価 

項目 

配 点 

Ⅰ 全般 3 1 40 

Ⅱ オプション機能  3 3 60 

Ⅲ 機能要件 7 4 160 

Ⅳ 環境要件 2 2 40 

Ⅴ 信頼性要件 4 3 80 

Ⅵ セキュリティ要件 1 1 20 

Ⅶ 運用要件 4 3 70 

Ⅷ データ移行要件 1 0 10 

Ⅸ その他事項 1 1  20 

合  計 26 18 500 
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３ 業務提案の評価方法 

(1) 評価基準の内容及び配点については、別表のとおりとする。 

(2) 業務提案の評価は、各評価項目の配点の上限の範囲内で、評価ランクによりＡ～Ｅ

の評価を行い、それぞれのランクに該当する配点率を、各評価項目の配点に乗じて

算出した業務提案評価点を付与する。 

＜配点表＞ 

評価ランク 配点率 

Ａ 非常に優れている 100％  

Ｂ やや優れている 75％  

Ｃ 標準的である 50％  

Ｄ やや劣っている 25％  

Ｅ 劣っている（又は記述が無い） 0％  

 

(3) 入札参加者の業務提案評価点については、審査委員会各委員の採点を平均した点を

もって、その業務提案評価点に係る得点とする。ただし、重点評価項目（項目数：

18）については、一つでも０点となった場合は、それまでに評価した項目を含めて、

すべての評価項目の業務提案評価点を０点とする。 

 

(4) 審査委員会は、原則として次の方法により評価を行うものとするが、その他必要に

応じ提案書について入札参加者に内容確認を求めることがある。 

ア 書面審査 

提案書の内容を確認し、評価する。 

イ 対面審査 

書面上確認しがたい内容について口頭審査等を行い、評価する。 

対面審査は次により行うので、入札参加者は、主任担当者等の出席及び説明に配

慮すること。 

なお、対面審査に出席できない場合は、書面審査のみをもって評価を行うものと

する。 

ⅰ 開催通知 

提案書の提出期限後に、連絡を行う。 

ⅱ 開催月日（予定） 

令和７年６月11日（木） 

ⅲ 開催場所（予定） 

山形県庁舎内 
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ⅳ 出席可能人数 

５名以内とする。 

 

４ 入札価格の評価方法 

入札価格評価点の評価は、その入札価格に応じ、次に掲げる方法により点数化するも

のとする。なお、この場合において、生じた１点未満の端数は切り捨てるものとする。 

「入札価格評価点（１点未満切り捨て）＝（１－入札価格／入札書比較価格）×500」 

 

５ 総合評価点の算出方式 

 入札価格評価点及び業務提案評価点の合計を総合評価点とする。 

 

６ その他 

入札をした者は、入札後、入札説明書、入札仕様書、提案書作成要領、落札者決定基

準及び提案書の内容等について不明、錯誤等を理由として異議を申立てることができな

い。 
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別表 技術評価基準 

№ 分類 提案項目 評価基準 

重点 

評価 

項目 

配点 

1 

全 
 

般 

提供 

スケジュール 

・システム提供開始までのスケジュールを具体的に記述

しているか。 

・現行システムからの移行又は市町村の独自システムか

らの移行並びにシステムの新規利用希望施設に関して、

システム利用者（申請者、審査者、管理者）への配慮に

ついて記述しているか。 

○ 20 

2 
システム 

提供実績 

・他自治体等へのシステム提供実績について記述してい

るか。 

・システムを提供した自治体からの改善要望等の吸い上

げ及びシステムへの反映の取り組みについて記述してい

るか。 

 10 

3 
システムの 

特色 

・システムのセールスポイントとなる特色について、申

請者向け機能、審査者、管理者、統括管理者向け機能ご

とに、具体的に記述しているか。 

 10 

4 

オ
プ
シ
ョ
ン
機
能 

電子収納機能 

・クレジットカード決済、コンビニ決済及び QRコード決

済（〇〇pay 等）への対応について具体的に記述してい

るか。 

・本機能をオプションとして選択する場合の料金体系が

具体的に記述されているか。 

○ 20 

5 
公的個人認証

機能 

・マイナンバーカードを利用した公的個人認証による本

人確認が可能な機能について具体的に記述しているか。 

・本機能をオプションとして選択する場合の料金体系が

具体的に記述されているか。 

○ 20 

6 
他機能との 

連携 

・スマートロック機能、スマートキーボックスとの連携

について具体的に記述しているか。 

・本機能をオプションとして選択する場合の料金体系が

具体的に記述されているか。 

○ 20 

7 

機
能
要
件 

複数の自治体

における共同

利用機能 

・共同利用に対応できていることを画面遷移図や処理フ

ロー図等を用いて具体的に記述しているか。 
 10 
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8 
申請者向け 

機能 

・仕様書に示す機能に対応できていることを画面遷移図

や処理フロー図等を用いて具体的に記述しているか。 
○ 20 

9 

申請者向け画

面の操作性、 

視認性 

・申請者向けの画面がユーザーにとって操作しやすく、

視認しやすい構成となっているか。 
 30 

10 
審査者向け 

機能 

・仕様書に示す機能に対応できていることを画面遷移図

や処理フロー図等を用いて具体的に記述しているか。 
○ 30 

11 
管理者向け 

機能 

・仕様書に示す機能に対応できていることを画面遷移図

や処理フロー図等を用いて具体的に記述しているか。 
○ 20 

12 
統括管理者 

向け機能 

・仕様書に示す機能に対応できていることを画面遷移図

や処理フロー図等を用いて具体的に記述しているか。 
○ 20 

13 

審査者、管理

者、統括管理

者向け画面の

操作性、視認

性 

・審査者、管理者、統括管理者向けの画面がユーザーに

とって操作しやすく、視認しやすい構成となっている

か。 

 30 

14 

環
境
要
件 

利用環境 

・スマートフォン、タブレット、携帯電話の OS、webブ

ラウザ及びインターネット接続環境等への対応につい

て、今後の対応予定も含めて、具体的に記述している

か。 

・スマートフォン・タブレット端末の専用インターフェ

ースの状況及び将来的な対応の考え方を具体的に記述し

ているか。 

○ 20 
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・パソコンの OS、Web ブラウザ及びインターネット接続

環境等への対応について、仕様書の内容を踏まえて具体

的に記述しているか。 

・パソコンの OSや Webブラウザのバージョンアップ、ス

マートフォン、タブレットの新機種への対応の考え方

（例：対象選定の基準、標準的な対応期間等）につい

て、今後の対応予定も含めて具体的に記述しているか。 

・審査者側利用環境において、ネットワーク分離によ

り、仮想ＰＣからインターネットに接続する自治体の利

用環境への対応について、具体的に記述しているか。 

・JRE（Java 実行環境）や各種プラグイン等のインスト

ールが必要な場合、その設定方法、端末等への影響、影

響がある場合の対応策について記述しているか。 

15 
データ 

センター 

・データセンターのファシリティ要件について具体的に

記述しているか。 

・データセンターの設置地域（日本国内であること）に

ついて記述しているか。 

・クラウドサービスを利用する場合は「政府情報システ

ムのセキュリティ評価制度」に係る ISMAP クラウドサー

ビスに掲載されたクラウドサービスであるか。 

○ 20 

16 

信
頼
性
要
件 

バックアップ

処理性能 

・バックアップ方法及び頻度について記述しているか。 

・想定される障害からのリストア方法やその際のサービ

スへの影響等について、具体的に記述しているか。 

○ 20 

17 運用時間 

・月次や年次の計画停止の考え方について、具体的に記

述しているか。 

・停止中の申請者へのアナウンス方法について記述して

い 

○ 20 

るか。 

18 
障害・事故等 

発生時対応 

・障害・事故等発生時の対応方法、見直し、再発防止の

ための取り組みについて、具体的に記述しているか。 

・障害・事故等発生時の発注者への報告体制について記

述しているか。 

○ 20 

19 冗長構成 
・システム稼働時間及び SLA の要件を満たすための冗長

構成について、記述しているか。 
 20 

20 

セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
要
件 

セキュリティ

への対応 

・システム運用に係る具体的なセキュリティ対策（人的

対策及び技術的対策）を記述しているか。 
○ 20 
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21 

運
用
要
件 

サービス監視 
・サービス監視の内容について、具体的に記述している

か。 
○ 20 

22 
SLA設定項目

及び設定値 

・仕様書における SLA の内容への対応について記述して

いるか。 

・SLA の運用方法や具体的な評価方法について記述して

い ○ 20 

るか。 

・SLA 未達成状態を改善できなかった場合のペナルティ

について、記述しているか。 

23 研修の実施 

・スケジュール（頻度）や研修の内容等について、具体

的に記述しているか。 

・利用施設の拡大に向け、管理者等への研修に関し、開

催回数や開催場所などの追加提案がある場合は、その内

容が 

  
10 

具体的に記述されているか。  

24 
ヘルプデスク

の設置 

・職員向けのヘルプデスクの運用について、具体的に記

述しているか。 
○ 20 

25 

デ
ー
タ
移

行
要
件 データの管理 

・現行システムからのデータの移行方法等について、具

体的に記述しているか。 
 10 

26 
そ
の
他 

プロジェクト

管理 

・プロジェクトを進める業務体制について記述している

か。 

・業務従事者の業務実績について記述しているか。 

・プロジェクト管理の基本的な考え方について記述して

いるか。 

・プロジェクト管理の具体的方法について記述している

か。 

・基本スケジュールどおりにシステム提供開始が実現で

きるようにするための手法等について記述しているか。 

○ 20 

業務提案評価点合計 500点 

※重点評価項目が１つでも０点となった場合は、全合計点が０点となる。 


